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№289 2021/10/28 

１ 食品表示基準の一部改正案に関する意見募集について 

消費者庁は、食品表示基準の一部改正案を作成し、広く国民の皆様の御意見を募集

している。概要は次のとおり。 

1.意見募集の対象 

・食品表示基準の一部改正案 

https://public-comment.e-

gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000226063 

2.一部改正案の概要 

(1)「日本食品標準成分表」が改訂され、新たな分析方法が採用されたこと等から、栄

養成分表示等に係る分析方法の整理を行うとともに、表記の修正等、所要の改正を

行う。 

(2)遺伝子組換え表示制度について、新たな遺伝子組換え農産物を追加するとともに、

「特定遺伝子組換え農産物」の形質をもつ農産物が従来育種により生産可能となっ

たことに伴う所要の改正を行う。 

(ア)遺伝子組換えからしなについて、今後、厚生労働省による安全性審査を経て、

新たに遺伝子組換えからしな由来の食品の国内流通が見込まれることから、遺伝

子組換え表示の義務付けの対象農産物に「からしな」を追加することとする 

(イ)高オレイン酸の形質を有する大豆について、従来育種により生産可能となった

ことにより、高オレイン酸遺伝子組換え大豆が「特定遺伝子組換え農産物」に該

当しなくなったことから、特定遺伝子組換え農産物の形質から「高オレイン酸」

を削除することとする 

(3)国際規格に適合させるため、しょうゆの日本農林規格(平成16年農林水産省告示第

1703号)が改正され、今後、食用植物油脂の日本農林規格(昭和44年農林省告示第523

号)についても改正予定であることから、当該規格を引用している規定について改正

を行う。 

(4)不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)が改正されたことから所要

の改正を行う。 

3.意見募集の期間 

令和3年10月27日(水)から同年11月26日(金)まで(郵送の場合は同日必着) 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/026384/ 

【公表資料】食品表示基準の一部改正案に関する意見募集 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/cms_food201_211027_01.pdf 
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